
函館市消費生活センター条例

特定非営利活動法人函館消費者協会

市民の消費生活の安定および向上を図るため

昭和４９年１１月２２日

テーオーデパート6階スペース　６５㎡

開所時間　午前１０時～午後６時　※９月４日より午前９時～午後５時３０分

　　　　　（ただし，市長が必要と認めたときは変更することができる。）

休 所 日　１月１日～１月３日，１２月２９日～１２月３１日　

※９月４日より日曜日および土曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日，１月２日，１月３日

　および１２月２９日から１２月３１日までの日

　　　　　（ただし，市長が必要と認めるときは，臨時に休所し，または休所日において

　　　　　臨時に開所することができる。）

※利用料金制の採用　　　　□有　　・　　■無　

１　指定管理者が行う主な業務の内容および実施状況等

（１）管理業務

　　【業務内容】

　　　・消費生活に関する相談，消費生活に関する商品テスト

　　　・センターの維持管理に関すること。

　　【実施状況】

　　　・適正に実施

（２）委託事業

　　【業務内容】

　　　・消費生活に関する知識の普及および情報の提供

　　【実施状況】

　　　・適正に実施（出前講座，啓発資料の配付など）

（３）自主事業

　　【業務内容】

　　　①函館消費者大学

　　　②函館市地域見守り消費者支援連絡会議

　　【実施状況】

　　　①講義時間を短縮して実施（令和５年５月～１０月開講　受講生５９名）

　　　②未実施（組織構成団体の日程調整がつかなかったため）

２　市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

相談時間をこれまでより１時間早め，午前９時から午後４時とした。
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  令和５年度（２０２３年度）　指定管理者業務実績シート

作成年月日　令和６年(2024年)５月２４日

函館市消費生活センター（函館市梁川町１０番２５号　テーオーデパート６階）
※令和５年９月４日に美原１丁目２６番８号　亀田支所１階に移転

※令和５年９月４日から　亀田支所１階会議室内　５６㎡

令和４年４月１日～Ｒ９年３月３１日

建 設 費

部   市民部

休 館 日 等

課 くらし安心課



３　市民ニーズの把握の実施状況

（１）センター内にご意見箱設置

　　　意見なし

（２）出前講座受講者に対するアンケート調査実施

      　回数 ： ６回（計１６４名）

 　　　主な意見…継続的に講座を行っていただきたいと思います。

４　施設の利用状況（利用者数，稼働率など）

・令和４年度の分類別相談件数
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５　指定管理者の収支状況
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６　モニタリングの主な実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況

（１）事業報告書（年次）に関するもの

①　施設使用状況報告書（実施状況：令和6年5月 実施） 

・書類確認による実施 ／ 利用実績報告書（月報）などとの照合

②　事業実施状況報告書（実施状況：令和6年5月 実施）  

・書類確認による実施 ／ 事業計画書，定期報告書などとの照合

③　収支決算書（実施状況：令和6年5月 実施）  

・書類確認による実施 ／ 収支計画書などとの照合

④　団体の経営状況を証明する書類（実施状況：令和6年5月 実施）  

・書類確認による実施 ／ 収支計画書などとの照合

（２）定期報告書（月報）に関するもの

①　利用実績報告 

・書類確認による実施 ／ 個別相談情報などとの照合（実施状況：毎月）

②　勤務予定および実績  

・書類確認による実施 ／ 事業計画書等との照合（実施状況：毎月）   

③　事業予定および実績 

・書類確認による実施 ／ 事業計画書等との照合（実施状況：毎月）   

（３）その他の報告書に関するもの

①　利用者アンケート実施報告書（実施状況：随時，出前講座実施時）    

②　事故発生状況等報告書／該当する事案なし  

③　クレーム処理等報告書／該当する事案なし    

（４）実地調査によるモニタリング

①　指定管理業務実地調査（定期調査）の実施（実施状況：令和6年5月）

②　指定管理者との定期的ミーティングの実施（実施状況：随時）

③　実施体制（職員の配置，接客態度等）の確認（実施状況：随時）

（５）指定管理者に対する改善指示等の実施状況 ／ 該当する事案なし

（６）指定管理者による自己評価の実施（令和6年3月31日）

（７）市の指定管理者に対する実績評価の実施（令和6年5月20日）
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７　指定管理者に対する評価

（１）指定管理者の自己評価

業務の履行

状況

サービスの

質の状況

団体の経営

状況

（２）市の指定管理者に対する実績評価

業務の履行

状況

サービスの

質の状況

団体の経営

状況

協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。

協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。

協定書の遵守しているが，事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず，課題がある。

協定書や事業計画書に不履行がある。または，業務水準を満たしていない。

事業収支，経営状況に問題はない。

事業収支，経営状況の今後に注意を要する。

事業収支，経営状況に早急な改善を要する。

事業収支は，適切，有用な管理運用に努
めている。

□Ａ
■Ｂ
□Ｃ
□Ｄ

公の施設として、市民の消費生活者とし
ての権利の擁護を目的とした消費生活セ
ンターは、従業員の資質を高め、気軽に
市民に利用され市民の信頼が得られるよ
う努めている。

消費生活センターは，消費者の安全・
安心を確保するため，軽率な契約行為
が行われないよう被害の未然防止が課
題と考えられることから、各種事業を
通じ，市民の知識と理解を深め，機能
性の高い運営を目指していく。

事業収支，経営状況に問題はない。

評価の内容

Ａ

□Ａ
■Ｂ
□Ｃ
□Ｄ

職場内外の研修等に取り組むことによ
り，従業員の資質向上に努めるととも
に，消費生活相談においては，丁寧かつ
相談者に寄り添った対応がなされてい
る。

■Ａ
□Ｂ
□Ｃ

区分

相談員の確保が厳しい状況にある中，退
職した相談員の補充および育成に努める
とともに，柔軟なシフト編制により相談
体制の維持に努めている。

前回の指定管理期間（H２９～R３）
中に２度移転し，また，令和５年９月
に現在の亀田支所に移転したことから
身近な相談窓口としての消費生活セン
ターのＰＲに努めていただきたい。

□Ａ
■Ｂ
□Ｃ
□Ｄ

関係法令に沿った適切な予算の運用と
質の高い事業運営に努めていきたい。

消費生活において，軽率な契約行為を
起因とする被害の未然防止が課題と考
えられることから、自主事業である消
費者大学等のさらなる周知による入学
者の増と充実した講義設定を図ってま
いりたい。

課題と今後の対応

消費者に係るトラブル等の問題が多様化
している中、当センターの存在意義の重
要性を認識し、その役割や使命を自覚し
身近な相談窓口として良質なサービスの
提供に努めるため技術ノウハウの向上に
係る知見と習得を強化するとともに人材
確保の工夫と構築の検討を続けている。

□Ａ
■Ｂ
□Ｃ
□Ｄ

評価

消費生活相談員の確保は，全国共通の課
題であるが，より安定した相談体制の構
築のため，今後とも人材の発掘および外
部研修などを通じ知識の習得，相談技術
の向上に努めていただきたい。

Ｂ

Ｃ

◎「業務の履行状況」「サービスの質の状況」

Ｄ

Ｃ

■Ａ
□Ｂ
□Ｃ

◎「団体経営状況」

Ａ

今後も事業収支の適正な処理および適
正な運営に努めていただきたい。

評価の内容

課題と今後の対応

Ｂ

区分 評価


